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（
総
務
委
員
会
）

地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た

自
動
車
取
得
税
、
軽
油
引
取
税
及
び
地
方
道
路
税
の
収
入
の
減
少
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
平
成
二
十
年
度
の
減
収
を
補
て
ん

す
る
た
め
、
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
交
付
そ
の
他
の
必
要
な
財
政
上
の
特
別
措
置
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金

平
成
二
十
年
度
に
限
り
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
総
額
を
六
百
五
十
六

億
千
九
百
万
円
と
す
る
地
方
税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

自
動
車
取
得
税
の
減
収
に
伴
う
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
交
付
す
る
自
動
車
取
得
税
減
収

補
て
ん
臨
時
交
付
金
（
百
十
六
億
八
千
五
百
万
円
）

２

軽
油
引
取
税
の
減
収
に
伴
う
都
道
府
県
及
び
指
定
市
の
減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
交
付
す
る
軽
油
引
取
税
減
収
補
て

ん
臨
時
交
付
金
（
四
百
九
十
三
億
三
千
九
百
万
円
）



- 2 -

３

地
方
道
路
税
の
減
収
に
伴
う
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
交
付
す
る
地
方
道
路
譲
与
税
減
収

補
て
ん
臨
時
交
付
金
（
四
十
五
億
九
千
五
百
万
円
）

二
、
平
成
二
十
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
特
例

平
成
二
十
年
度
分
の
地
方
交
付
税
に
限
り
、
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い

る
基
準
財
政
収
入
額
は
、
自
動
車
取
得
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
及
び
軽
油
引
取
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
百

分
の
七
十
五
の
額
並
び
に
地
方
道
路
譲
与
税
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
の
額
の
合
算
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


